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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】外部リード部材と導電性接続部材との界面でス
パークが発生せず、長時間、安定して駆動できる、信頼
性に優れた積層型圧電素子を得ること。
【解決手段】積層型圧電素子１は、圧電体層３および内
部電極層２からなる積層体９と、積層体９の側面に接合
されて内部電極層２に電気的に接続された外部電極４と
、外部電極４の表面に被着された導電性接続部材５と、
導電性接続部材５に一部が埋設された外部リード部材８
とを含んでおり、外部リード部材８は、導電性接続部材
５に埋設されている部位の少なくとも一部が積層体９の
積層方向の上下に位置する側面に凹み８ａを有している
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧電体層および内部電極層からなる積層体と、該積層体の側面に接合されて前記内部電
極層に電気的に接続された外部電極と、該外部電極の表面に被着された導電性接続部材と
、該導電性接続部材に一部が埋設された外部リード部材とを含んでおり、該外部リード部
材は、前記導電性接続部材に埋設されている部位の少なくとも一部が前記積層体の積層方
向の上下に位置する側面に凹みを有していることを特徴とする積層型圧電素子。
【請求項２】
　前記外部リード部材は、前記導電性接続部材に埋設されている前記部位における前記積
層体の前記積層方向の上下に位置する前記側面のそれぞれに前記凹みを有していることを
特徴とする請求項１に記載の積層型圧電素子。
【請求項３】
　前記外部リード部材は、前記導電性接続部材に埋設されている前記部位における前記積
層体の前記積層方向に平行な側面に第２の凹みを有していることを特徴とする請求項１ま
たは請求項２に記載の積層型圧電素子。
【請求項４】
　前記凹みおよび前記第２の凹みは、前記側面の縦断面において中央部に位置しているこ
とを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の積層型圧電素子。
【請求項５】
　前記凹みは、前記側面の縦断面において一端から他端にわたって弧状に形成されている
ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の積層型圧電素子。
【請求項６】
　複数本の前記外部リード部材が、前記積層体の前記積層方向に規則的に配列されている
ことを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の積層型圧電素子。
【請求項７】
　噴射孔を有する容器と、請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の積層型圧電素子とを
備え、前記容器内に蓄えられた流体が前記積層型圧電素子の駆動により前記噴射孔から吐
出されることを特徴とする噴射装置。
【請求項８】
　高圧燃料を蓄えるコモンレールと、該コモンレールに蓄えられた前記高圧燃料を噴射す
る請求項７に記載の噴射装置と、前記コモンレールに前記高圧燃料を供給する圧力ポンプ
と、前記噴射装置に駆動信号を与える噴射制御ユニットとを備えたことを特徴とする燃料
噴射システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積層型圧電素子（以下、素子ともいう。）、これを用いた自動車エンジンの
燃料噴射装置等の噴射装置および自動車エンジン等の燃料噴射システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の積層型圧電素子は、例えば、図４、図５に示すように、圧電体層３と内部電極層
２を交互に積層した積層体９と、この積層体９の一対の側面のそれぞれに、内部電極層２
に電気的に接続されて接合された一対の外部電極４と、外部電極４の表面に被着された導
電性接続部材５と、導電性接続部材５に接続された外部リード部材10とを含んだ構成であ
る（例えば、特許文献１を参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載された外部リード部材10は、外部電極４上の導電性接続部材５に少な
くとも二か所において接続されている、リード線等の金属導線および金属剛体の少なくと
も一方から成る。
【０００４】
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　上記の構成により、外部電極４上で、例えば、外部リード部材10が接続される２か所が
外部電極４の端部にある場合には、外部電極４の中間部の切断は特性に影響を与えること
がない。また、多数の外部リード部材10が接続される接続箇所が多数ある場合、または外
部電極４の全面を導電性接続部材５で覆う場合には外部電極４の強化ともなり、外部電極
４の損傷の発生を抑制できるという効果が得られる。
【０００５】
　なお、図４、図５において、６は積層体９における伸縮駆動する活性部、７は積層体９
における伸縮駆動しない不活性部、11は積層型圧電素子である。また、図５は図４のＢ－
Ｂ線における縦断面図であって外部リード部材10の部位を拡大した拡大縦断面図である。
また、内部電極２は、圧電体層３の一層おきに積層体９における対向する一対の側面の異
なる側面に交互に露出するように積層されており、一対の外部電極（正極の外部電極およ
び負極の外部電極）４に交互に接続されている。
【０００６】
　このような従来の積層型圧電素子11の製造方法は、以下の通りである。すなわち、まず
、圧電体層２の原料を含むセラミックグリーンシートに、内部電極層２となる導電性ペー
ストが所定のパターンで印刷する。次に、導電性ペーストを印刷したセラミックグリーン
シートを複数枚積層して積層成形体を作製し、これを焼成することによって積層体９を得
る。その後、積層体９の対向する一対の側面に外部電極４となる導電性ペーストを塗布し
た後、焼成することによって、一対の外部電極４３を形成し、積層型圧電素子11を得る。
【０００７】
　このような従来の積層型圧電素子11を圧電アクチュエータとして使用する場合、外部電
極４としてのメタライズ層の上に、半田，銀及びガラス等からなる導電性接続部材５を焼
成して形成し、導電性接続部材５中に外部リード部材10を埋設して固定し、外部リード部
材10を通じて一対の外部電極４間に所定の電位を印加して駆動する。
【０００８】
　そして、近年、積層型圧電素子11は、小型化が進められるとともに、伸縮駆動による大
きな圧力によって大きな変位量を確保するように求められている。そのため、より高い電
界が印加され、しかも長時間連続駆動させる過酷な条件下で使用できることが要求されて
いる。そこで、積層型圧電素子11が駆動した際に圧電体層３の伸縮による連続的な寸法変
化に対して、外部電極４が積層体９から剥離したり断線したりすることがないようにする
ために、例えば、外部電極４は、ワーヤーコム、金属線等が埋設されて補強されている（
例えば、特許文献２を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開2004－087729号公報
【特許文献２】特開2008－034855号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　積層型圧電素子は、コンデンサ等の電子部品と異なり、駆動時に圧電体層自体が連続的
に寸法変化を起こすために、外部リード部材が導電性接続部材から剥離したり外れるよう
に力が加わる。そして、より高電界、高圧力下で積層型圧電素子を長期間連続駆動させた
場合、外部リード部材と導電性接続部材との接触界面に剥離力が働き、接触界面における
界面抵抗が上がってしまい、外部リード部材と導電性接続部材との間でスパークが発生す
るおそれがあった。スパークが発生すると、導電性接続部材、ひいては外部電極が破損す
るおそれがある。
【００１１】
　また、駆動中に素子に電圧を加えた状態が長時間持続するので、外部リード部材が加熱
されて、その周囲の導電性接続部材が酸化し劣化するために、外部リード部材と導電性接



(4) JP 2010-258056 A 2010.11.11

10

20

30

40

50

続部材との間の界面抵抗が増大し、外部リード部材と導電性接続部材との間でスパークが
発生するおそれがあった。
【００１２】
　従って、本発明は、上記従来の問題点に鑑みて案出されたものであり、その目的は、外
部リード部材と導電性接続部材との間の界面でのスパークの発生を有効に抑えることがで
き、また、導電性接続部材の高温変質に起因する外部リード部材との密着強度低下による
外部リード部材と導電性接続部材との界面における剥離がなく、さらに、高電界および高
圧力下で長時間連続駆動させることが可能な信頼性に優れた積層型圧電素子、これを用い
た噴射装置および燃料噴射システムを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の積層型圧電素子は、圧電体層および内部電極層からなる積層体と、該積層体の
側面に接合されて前記内部電極層に電気的に接続された外部電極と、該外部電極の表面に
被着された導電性接続部材と、該導電性接続部材に一部が埋設された外部リード部材とを
含んでおり、該外部リード部材は、前記導電性接続部材に埋設されている部位の少なくと
も一部が前記積層体の積層方向の上下に位置する側面に凹みを有していることを特徴とす
るものである。
【００１４】
　また、本発明の積層型圧電素子は、上記の構成において、前記外部リード部材は、前記
導電性接続部材に埋設されている前記部位における前記積層体の前記積層方向の上下に位
置する前記側面のそれぞれに前記凹みを有していることを特徴とするものである。
【００１５】
　また、本発明の積層型圧電素子は、上記の構成において、前記外部リード部材は、前記
導電性接続部材に埋設されている前記部位における前記積層体の前記積層方向に平行な側
面に第２の凹みを有していることを特徴とするものである。
【００１６】
　また、本発明の積層型圧電素子は、上記の構成において、前記凹みおよび前記第２の凹
みは、前記側面の縦断面において中央部に位置していることを特徴とするものである。
【００１７】
　また、本発明の積層型圧電素子は、上記の構成において、前記凹みは、前記側面の縦断
面において一端から他端にわたって弧状に形成されていることを特徴とするものである。
【００１８】
　また、本発明の積層型圧電素子は、上記の構成において、複数本の前記外部リード部材
が、前記積層体の前記積層方向に規則的に配列されていることを特徴とするものである。
【００１９】
　本発明の噴射装置は、噴射孔を有する容器と、上記本発明の積層型圧電素子とを備え、
前記容器内に蓄えられた流体が前記積層型圧電素子の駆動により前記噴射孔から吐出され
ることを特徴とするものである。
【００２０】
　本発明の燃料噴射システムは、高圧燃料を蓄えるコモンレールと、該コモンレールに蓄
えられた前記高圧燃料を噴射する上記本発明の噴射装置と、前記コモンレールに前記高圧
燃料を供給する圧力ポンプと、前記噴射装置に駆動信号を与える噴射制御ユニットとを備
えたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の積層型圧電素子によれば、圧電体層および内部電極層からなる積層体と、積層
体の側面に接合されて内部電極層に電気的に接続された外部電極と、外部電極の表面に被
着された導電性接続部材と、導電性接続部材に一部が埋設された外部リード部材とを含ん
でおり、外部リード部材は、導電性接続部材に埋設されている部位の少なくとも一部が積
層体の積層方向の上下に位置する側面に凹みを有していることから、外部リード部材の導
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電性接続部材に対する積層体の伸縮方向におけるアンカー効果によって、外部リード部材
が導電性接続部材から剥離することによって外れることが効果的に抑制される。また、外
部リード部材と導電性接続部材との接触面積が大きくなるために、外部リード部材と導電
性接続部材との間の初期界面抵抗が低下する。その結果、積層型圧電素子を長時間駆動さ
せても、外部リード部材と導電性接続部材との間の界面抵抗の増大を抑制することができ
、外部リード部材と導電性接続部材との間でスパークが発生することを抑制することがで
きる。
【００２２】
　また、外部リード部材が加熱されて、その周囲の導電性接続部材が酸化し劣化し、外部
リード部材と導電性接続部材との間の界面抵抗が増大したとしても、外部リード部材の導
電性接続部材に対するアンカー効果によって、外部リード部材が導電性接続部材から剥離
することによって外れることが効果的に抑制され、また、外部リード部材と導電性接続部
材との接触面積が大きくなるために、外部リード部材と導電性接続部材との間の初期界面
抵抗がもともと低下しているために、外部リード部材と導電性接続部材との間でスパーク
が発生することを抑制することができる。
【００２３】
　さらに、アンカー効果が増大することによって、導電性接続部材の外部リード部材との
接触部の変質劣化（酸化）による剥離が抑制される。すなわち、アンカー効果は、外部リ
ード部材と導電性接続部材との界面の変質劣化（酸化）を抑制する効果も有する。界面に
凹凸があると、界面が平坦な場合よりも界面の表面積が大きくなるので、変質劣化（酸化
）するための時間が長くなり、外部リード部材が導電性接続部材から剥離によって外れる
ことが抑制される。
【００２４】
　また、本発明の積層型圧電素子は、外部リード部材は、導電性接続部材に埋設されてい
る部位における積層体の積層方向の上下に位置する側面のそれぞれに凹みを有していると
きには、外部リード部材の導電性接続部材に対するアンカー効果がより高まるとともに、
外部リード部材と導電性接続部材との接触面積がより大きくなるために外部リード部材と
導電性接続部材との間の初期界面抵抗が低下する。その結果、積層型圧電素子を長時間駆
動させても、外部リード部材と導電性接続部材との間の界面抵抗の増大をより抑制するこ
とができ、外部リード部材と導電性接続部材との間でスパークが発生することをより抑制
することができる。
【００２５】
　また、本発明の積層型圧電素子は、外部リード部材は、導電性接続部材に埋設されてい
る部位における積層体の積層方向に平行な側面に第２の凹みを有しているときには、外部
リード部材の導電性接続部材に対する積層体の伸縮方向におけるアンカー効果に加えて伸
縮方向に直交する方向におけるアンカー効果が生じる。これによって、外部リード部材が
導電性接続部材から剥離することによって外れることがより効果的に抑制される。また、
外部リード部材と導電性接続部材との接触面積がさらに大きくなるために、外部リード部
材と導電性接続部材との間の初期界面抵抗がより低下する。その結果、積層型圧電素子を
長時間駆動させても、外部リード部材と導電性接続部材との間の界面抵抗の増大をより抑
制することができ、外部リード部材と導電性接続部材との間でスパークが発生することを
より抑制することができる。
【００２６】
　また、本発明の積層型圧電素子は、凹みおよび第２の凹みは、側面の縦断面において中
央部に位置しているときには、外部リード部材の積層方向の上下に位置する側面および積
層方向に平行な側面においてアンカー効果が偏りなく発生する。その結果、外部リード部
材が導電性接続部材から剥離することによって外れることがより効果的に抑制される。従
って、積層型圧電素子を長時間駆動させても、外部リード部材と導電性接続部材との間の
界面抵抗の増大をより抑制することができ、外部リード部材と導電性接続部材との間でス
パークが発生することをより抑制することができる。
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【００２７】
　また、本発明の積層型圧電素子は、凹みは、側面の縦断面において一端から他端にわた
って弧状に形成されているときには、外部リード部材の積層方向の上下に位置する側面に
おいてアンカー効果が偏りなく発生する。その結果、外部リード部材が導電性接続部材か
ら剥離することによって外れることがより効果的に抑制される。
【００２８】
　また、本発明の積層型圧電素子は、複数本の前記外部リード部材が、積層体の積層方向
に規則的に配列されているときには、導電性接続部材の外部リード部材との接触部に発生
する応力を導電性接続部材の全体に規則的に分散させることができる。その結果、積層型
圧電素子の駆動時に、外部リード部材が導電性接続部材から剥離することを抑制し、導電
性接続部材の外部リード部材との接触部に破損等が生じることを抑えることができる。
【００２９】
　本発明の噴射装置は、噴射孔を有する容器と、上記本発明の積層型圧電素子とを備え、
容器内に蓄えられた流体が積層型圧電素子の駆動により噴射孔から吐出されることから、
信頼性および耐久性の高い積層型圧電素子を用いているために、信頼性および耐久性の高
い噴射装置となる。
【００３０】
　本発明の燃料噴射システムは、高圧燃料を蓄えるコモンレールと、コモンレールに蓄え
られた高圧燃料を噴射する上記本発明の噴射装置と、コモンレールに高圧燃料を供給する
圧力ポンプと、噴射装置に駆動信号を与える噴射制御ユニットとを備えたことから、信頼
性および耐久性の高い噴射装置を用いているために、信頼性および耐久性の高い燃料噴射
システムとなる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の積層型圧電素子について実施の形態の一例を示す斜視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線における縦断面で外部リード部材の部位を拡大した拡大縦断面図
である。
【図３】（ａ）～（ｃ）はそれぞれ本発明の積層型圧電素子における外部リード部材につ
いて実施の形態の例を示す斜視図である。
【図４】従来の積層型圧電素子を示す斜視図である。
【図５】本発明の積層型圧電素子における実施の形態の一例を示す側面図である。
【図６】図４のＢ－Ｂ線における縦断面で外部リード部材の部位を拡大した拡大縦断面図
である。
【図７】本発明の噴射装置について実施の形態の一例を示す断面図である。
【図８】本発明の燃料噴射システムについて実施の形態の一例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　図１は、本発明の積層型圧電素子における実施の形態の一例を示す斜視図であり、図２
は、図１のＡ－Ａ線における縦断面で外部リード部材の部位を拡大した拡大縦断面図であ
る。
【００３３】
　図１に示すように、本実施の形態の積層型圧電素子１は、圧電体層３および内部電極層
２からなる積層体９と、積層体９の側面に接合されて内部電極層２に電気的に接続された
外部電極４と、外部電極４の表面に被着された導電性接続部材５と、導電性接続部材５に
一部が埋設された外部リード部材８とを含んでおり、外部リード部材８は、導電性接続部
材５に埋設されている部位の少なくとも一部が積層体９の積層方向の上下に位置する側面
に凹み８ａを有している。
【００３４】
　上記の構成により、外部リード部材８の導電性接続部材５に対する積層体９の伸縮方向
におけるアンカー効果によって、外部リード部材８が導電性接続部材５から剥離すること
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によって外れることが効果的に抑制される。また、外部リード部材８と導電性接続部材５
との接触面積が大きくなるために、外部リード部材８と導電性接続部材５との間の初期界
面抵抗が低下する。その結果、積層型圧電素子１を長時間駆動させても、外部リード部材
８と導電性接続部材５との間の界面抵抗の増大を抑制することができ、外部リード部材８
と導電性接続部材５との間でスパークが発生することを抑制することができる。
【００３５】
　また、外部リード部材８が加熱されて、その周囲の導電性接続部材５が酸化し劣化し、
外部リード部材８と導電性接続部材５との間の界面抵抗が増大したとしても、外部リード
部材８の導電性接続部材５に対するアンカー効果によって、外部リード部材８が導電性接
続部材５から剥離することが外れることが効果的に抑制され、また、外部リード部材８と
導電性接続部材５との接触面積が大きくなるために、外部リード部材８と導電性接続部材
５との間の初期界面抵抗がもともと低下しているために、外部リード部材８と導電性接続
部材５との間でスパークが発生することを抑制することができる。
【００３６】
　さらに、アンカー効果が増大することによって、導電性接続部材５の外部リード部材８
との接触部の変質劣化（酸化）による剥離が抑制される。すなわち、アンカー効果は、外
部リード部材８と導電性接続部材５との界面の変質劣化（酸化）を抑制する効果も有する
。界面に凹凸があると、界面が平坦な場合よりも界面の表面積が大きくなるので、変質劣
化（酸化）するための時間が長くなり、外部リード部材８が導電性接続部材５から剥離に
よって外れることが抑制される。
【００３７】
　本実施の形態の積層型圧電素子１は、積層体９の対向する一対の側面にはそれぞれ、外
部電極４が配設されている（図１において、一方の外部電極は不図示）。一対の外部電極
４から外部リード部材８を通じて、上下に隣り合う内部電極層２間に所定の電圧を印加す
ることにより、各圧電体層３が逆圧電効果によって変位する。
【００３８】
　積層体９は、伸縮駆動する活性部６と、その両側に積層された伸縮駆動しない不活性部
７とを有している。不活性部７は、活性部６側の面に内部電極層２が配置され、活性部６
と反対側の面には内部電極層２が配置されていないので、積層体９に電圧を印加しても不
活性部７には変位が生じない。
【００３９】
　圧電体層３は、例えば、チタン酸ジルコン酸鉛（Ｐｂ（Ｚｒ，Ｔｉ）Ｏ３）（以下、Ｐ
ＺＴともいう），チタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）等を主成分とする圧電性セラミック
材料などから成るが、これらに限定されるものではなく、圧電性を有するセラミックスか
ら成るものであれば良い。また、圧電体層３を成す圧電体材料としては、圧電歪み定数ｄ
33が高いもの（200～1000程度）がよく、小さな入力電圧によって積層体９を伸縮駆動さ
せることができる。
【００４０】
　圧電体層３の厚み、すなわち内部電極層２間の間隔は、0.01～0.25ｍｍ程度がよい。こ
の範囲内とすることにより、積層体９の小型化が可能であり、また、高い電圧を印加する
ことができ、積層体９においてより大きな変位量を得ることができる。
【００４１】
　また、各内部電極層２は、圧電体層３の主面の全体には形成されておらず、外部電極４
に接続された側と反対側に非形成部を有する、いわゆる部分電極構造となっている。部分
電極構造の複数の内部電極層２は、一層おきに積層体９の対向する側面にそれぞれ露出す
るように配置されている。これにより、内部電極層２は、一層おきに、一対の外部電極４
に交互に電気的に接続されている。一対の外部電極４は、積層体９の隣設する２つの側面
に形成されていてもよい。外部電極４の材質としては、電気抵抗が小さく、取り扱いの容
易な銀、またはＡｇ－Ｐｄ合金，Ａｇ－Ｐｔ合金，Ａｇ－Ａu合金等の銀を主成分とする
合金を含む金属から成るもの、またはＡｇおよびガラスから成るもの（Ａｇおよびガラス
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の焼結体等）を用いれば良い。
【００４２】
　なお、銀を主成分とするとは、銀の含有量が50質量％を超えること、または銀の含有量
が最大であることを意味する。
【００４３】
　外部電極４の表面には、導電性接続部材５が被着されている。この導電性接続部材５は
、外部電極４と外部リード部材８とを電気的に接続する部材であり、導電性を有するもの
から成る。例えば、導電性接続部材５は、銀およびガラスを含む導電性ペーストを塗布し
焼成する方法、半田付け法、溶接法等によって形成される。導電性接続部材５が溶接法に
よって形成される場合、半田によって熱溶接する方法、レーザ光で導電性接続部材５を溶
かしながら溶接するという方法等によって形成される。
【００４４】
　外部リード部材８は、外部の電圧供給部に接続されるものであり、リード線、ワイヤー
コム、金属板等の導電性の金属から成るものであれば良い。従って、外部リード部材８の
材質は、銀，ニッケル，銅，リン青銅，鉄，ステンレススチール等の金属や合金が好まし
い。また、外部リード部材８の表面には、銀，ニッケル，金等から成るメッキ膜が形成さ
れていてもよい。
【００４５】
　外部リード部材８は、導電性接続部材５に埋設されている部位の少なくとも一部が積層
体９の積層方向の上下に位置する側面に凹み８ａを有しているが、凹み８ａの深さは0.00
5ｍｍ以上0.1ｍｍ以下であることが好ましい。この範囲内とすることにより、外部リード
部材８の導電性接続部材５に対する積層体９の伸縮方向におけるアンカー効果が有効に生
じる。
【００４６】
　導電性接続部材５における凹み８ａの部位に空隙があると、空隙内の酸素によって外部
リード部材８の周りの導電性接続部材５が酸化して、外部リード部材８の面に酸化膜が形
成され、アンカー効果が低下する。従って、導電性接続部材５における凹み８ａの部位に
空隙がないこと、すなわち緻密質であることがよい。そのような導電性接続部材５は、例
えば、真空装置内で外部リード部材８と導電性接続部材５とを接続させるという方法等に
よって形成することができる。
【００４７】
　凹み８ａは、図３（ａ）～（ｃ）に示すように種々の構成とすることができる。図３（
ａ）は、四角柱状の外部リード部材８における積層体９の積層方向の上下に位置する側面
の全体に、溝状の凹み８ａが形成されている構成である。図３（ｂ）は、積層体９の積層
方向に平行な側面が凸状の曲面とされた四角柱状の外部リード部材８における積層体９の
積層方向の上下に位置する側面の全体に、溝状の凹み８ａが形成されている構成である。
図３（ｃ）は、四角柱状の外部リード部材８における積層体９の積層方向の上下に位置す
る側面に、平面視形状が円形状、楕円形状の凹み８ａが複数形成されている構成である。
図３（ｃ）の構成において、凹み８ａの平面視形状は、三角形、四角形、五角形以上の多
角形等の種々の形状であってもよい。また、図３（ｃ）の構成において、凹み８ａは１つ
形成されていてもよい。
【００４８】
　凹み８ａの平面視での面積は、外部リード部材８における導電性接続部材５に埋設され
ている部位の積層体９の積層方向の上下に位置する側面の面積に対して、５％以上の割合
で形成されていることが好ましい。この範囲内とすることにより、外部リード部材８の導
電性接続部材５に対する積層体９の伸縮方向における有効なアンカー効果が生じる。
【００４９】
　また、凹み８ａの幅ｗ（図３（ａ））は0.005ｍｍ以上であることが好ましい。この範
囲内とすることにより、外部リード部材８の導電性接続部材５に対する積層体９の伸縮方
向におけるアンカー効果が生じる。凹み８ａの幅ｗは0.1ｍｍ以下であることが好ましい
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。この範囲内とすることにより、導電性接続部材５中に外部リード部材８を、界面におい
て大きな空隙等が発生しないようにして埋設することができる。
【００５０】
　凹み８ａの形状は、少なくとも最深部が曲面状であることが好ましい。曲面状とは、例
えば、その縦断面における曲線が円弧状であり、その曲率半径が0.0001ｍｍ以上であるも
のがよい。この範囲内とすることにより、導電性接続部材５が凹み８ａに入り込んでアン
カー効果を生じやすいものとなる。
【００５１】
　もちろん、凹み８ａの形状は、全体が曲面状であり、例えば、凹み８ａは、外部リード
部材８の積層体９の積層方向の上下に位置する側面の縦断面において一端から他端にわた
って弧状に形成されていてもよい。この場合、外部リード部材８の積層方向の上下に位置
する側面においてアンカー効果が偏りなく発生する。その結果、外部リード部材８が導電
性接続部材５から剥離によって外れることがより効果的に抑制される。また、この場合、
弧状の曲率半径が0.001ｍｍ～0.10ｍｍであることがよい。この範囲内とすることにより
、導電性接続部材５が凹み８ａに入り込んでアンカー効果を生じやすいものとなり、また
、凹み８ａがほぼ平坦になることを回避してアンカー効果が生じやすいものとなる。
【００５２】
　また、この場合、弧状の凹み８ａは、全体として弧状であればよく、凹み８ａの表面に
細かな凹凸がある場合、所定の単位長さ（例えば、１μｍ）の範囲内に存在する凹凸の高
さの平均値を結んだ線が、凹み８ａの端部より中央部で深くなっていて、全体として弧状
であればよい。また、凹み８ａの表面がある程度波状をしていても、凹み８ａの端部より
中央部で深くなっていて、全体として弧状であればよい。
【００５３】
　また、図５は、本発明の積層型圧電素子における実施の形態の一例を示す側面図である
。図５に示すように、外部リード部材８の導電性接続部材５に対する配設の位置は、以下
の構成であることがよい。すなわち、外部リード部材８の長手方向（軸方向）12と内部電
極層２となす角度をθとしたときに、θが－30度以上30度以下であることが好ましい。こ
の範囲内とすることにより、外部リード部材８における導電性接続部材５に埋設されてい
る部位の積層体９の積層方向の上下に位置する側面にある凹み８ａが、外部リード部材８
の導電性接続部材５に対する積層体９の伸縮方向におけるアンカー効果を有効に発現させ
る。
【００５４】
　なお、図５は、例えば、θが（＋）30度の場合を示しており、外部リード部材８の導電
性接続部材５に埋設された先端部が残部よりも上側になるように傾いた状態である。一方
、θが－30度の場合は、外部リード部材８の導電性接続部材５に埋設された先端部が残部
よりも下側になるように傾いた状態となる。
【００５５】
　また、外部リード部材８は、導電性接続部材５に埋設されている部位における積層体９
の積層方向の上下に位置する側面のそれぞれに凹み８ａを有していることが好ましい。外
部リード部材８の導電性接続部材５に対するアンカー効果がより高まるとともに、外部リ
ード部材８と導電性接続部材５との接触面積がより大きくなるために外部リード部材８と
導電性接続部材５との間の初期界面抵抗が低下する。その結果、積層型圧電素子１を長時
間駆動させても、外部リード部材８と導電性接続部材５との間の界面抵抗の増大をより抑
制することができ、外部リード部材８と導電性接続部材５との間でスパークが発生するこ
とをより抑制することができる。
【００５６】
　この場合、外部リード部材８の導電性接続部材５に埋設されている部位における積層体
９の積層方向の上下に位置する側面のそれぞれに、凹み８ａが対称的に形成されているこ
とがよい。これにより、上下の側面にそれぞれ同程度のアンカー効果が発生する。
【００５７】
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　また、外部リード部材は、導電性接続部材５に埋設されている部位における積層体９の
積層方向に平行な側面に第２の凹みを有しているときには、外部リード部材８の導電性接
続部材５に対する積層体９の伸縮方向におけるアンカー効果に加えて伸縮方向に直交する
方向におけるアンカー効果が生じる。これによって、外部リード部材８が導電性接続部材
５から剥離によって外れることがより効果的に抑制される。また、外部リード部材８と導
電性接続部材５との接触面積がさらに大きくなるために、外部リード部材８と導電性接続
部材５との間の初期界面抵抗がより低下する。その結果、積層型圧電素子１を長時間駆動
させても、外部リード部材８と導電性接続部材５との間の界面抵抗の増大をより抑制する
ことができ、外部リード部材８と導電性接続部材５との間でスパークが発生することをよ
り抑制することができる。
【００５８】
　第２の凹みは、上記したように、凹み８ａと同様の態様で形成することができる。ただ
し、第２の凹みは、積層体９の積層方向に直交する方向に生じる応力を緩和するという点
で、凹み８ａと異なるように形成することもできる。
【００５９】
　また、凹み８ａおよび第２の凹みは、側面の縦断面において中央部に位置していること
が好ましい。この場合、外部リード部材８の積層方向の上下に位置する側面および積層方
向に平行な側面においてアンカー効果が偏りなく発生する。その結果、外部リード部材８
が導電性接続部材５から剥離によって外れることがより効果的に抑制される。従って、積
層型圧電素子１を長時間駆動させても、外部リード部材８と導電性接続部材５との間の界
面抵抗の増大をより抑制することができ、外部リード部材８と導電性接続部材５との間で
スパークが発生することをより抑制することができる。
【００６０】
　凹み８ａが位置する、外部リード部材８の積層方向の上下に位置する側面の縦断面にお
ける中央部とは、積層体９の積層方向の上下に位置する側面の長さＬｓにおいて、長さＬ
ｓの中心（Ｌｓ／２の長さの部位）から、長さＬｓの端方向へＬｓ／４までの範囲である
。第２の凹みが位置する、外部リード部材８の積層方向に平行な側面における中央部も同
様である。
【００６１】
　また、複数本の外部リード部材８が、積層体９の積層方向に規則的に配列されているこ
とが好ましい。導電性接続部材５の外部リード部材８との接触部に発生する応力を導電性
接続部材５の全体に規則的に分散させることができる。その結果、積層型圧電素子１の駆
動時に、外部リード部材８が導電性接続部材５から剥離することを抑制し、導電性接続部
材５の外部リード部材８との接触部に破損等が生じることを抑えることができる。
【００６２】
　この場合、複数本の外部リード部材８が積層体９の積層方向に等間隔で配列されていて
もよい。
【００６３】
　また、複数本の外部リード部材８が積層体９の積層方向に間隔が次第に大きくなるよう
に配列されていてもよい。この場合、積層体９の積層方向の中心部が最も伸縮し、積層方
向の端部に行くにしたがって伸縮による変形も小さくなる。そのため、外部リード部材８
同士の間の間隔を積層体９の中心部から積層方向の端部に向かって大きくしていくことに
よって、導電性接続部材５の外部リード部材８との接触部に発生する応力を導電性接続部
材５の全体に分散させることができる。
【００６４】
　また、導電性接続部材５の周縁部に、圧電体層３に対して絶縁性を保つために、絶縁層
や絶縁性部材を形成することもできる。絶縁層や絶縁性部材の材質としては、電気的な絶
縁性を有するものであれば良く、例えば、アクリル樹脂，シリコーン樹脂，エポキシ樹脂
，フッ素樹脂等の絶縁性の樹脂から成ることがよい。このような絶縁性の樹脂は、積層体
９に対する接合が強固でありながら、耐熱性に富み、経年変化も少なく、弾性率が低いの
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で、積層型圧電素子１の変位に対する追従性が高い。
【００６５】
　次に、本実施の形態の積層型圧電素子１の製法を説明する。
【００６６】
　まず、圧電体層３となるセラミックグリーンシートを作製する。具体的には、圧電性セ
ラミックスの仮焼粉末と、アクリル系あるいはブチラール系等の有機高分子からなるバイ
ンダーと、可塑剤とを混合してセラミックスラリーを作製する。圧電性セラミックスとし
ては、圧電特性を有するものであればよく、例えば、ＰｂＺｒＯ３－ＰｂＴｉＯ３等から
なるペロブスカイト型酸化物等を用いることができる。また、可塑剤としては、フタル酸
ジブチル（ＤＢＰ），フタル酸ジオクチル（ＤＯＰ）等を用いることができる。
【００６７】
　次に、このセラミックスラリーを用いて、ドクターブレード法やカレンダーロール法等
のテープ成型法によって、セラミックグリーンシートを作製する。
【００６８】
　次に、内部電極層２となる導電性ペーストを作製する。具体的には、銀－パラジウム合
金等から成る金属粉末にバインダーおよび可塑剤等を添加混合することによって、導電性
ペーストを作製する。この導電性ペーストを上記のセラミックグリーンシート上にスクリ
ーン印刷法によって所定のパターンに印刷する。さらに、この導電性ペーストがスクリー
ン印刷されたセラミックグリーンシートを複数積層し、積層成形体を作製する。そして、
この積層成形体を焼成することによって、圧電体層３および内部電極層２が交互に積層さ
れた積層体９を作製する。
【００６９】
　その後、積層型圧電素子１の積層体９の外表面に端部が露出している内部電極層２との
電気的な導通が得られるように、外部電極４を形成する。この外部電極４は、銀粉末およ
びガラス粉末にバインダーを加えて銀ガラス含有導電性ペーストを作製し、これを積層体
９の側面にスクリーン印刷法等によって印刷して、乾燥させ接着するかまたは焼き付ける
ことによって、形成することができる。
【００７０】
　導電性接続部材５は、銀粉末およびガラス粉末にバインダーを加えて銀ガラス含有導電
性ペーストを作製し、これを積層体９の側面にスクリーン印刷法等によって印刷して、乾
燥させ接着するかまたは焼き付けることによって、形成することができる。
【００７１】
　次に、外部リード部材８として、ワイヤーコム、金属線、金属製メッシュ状体等のよう
な、金属製の線状体、板状体から成るものを用いる。外部リード部材８に凹み８ａを形成
する際には、外部リード部材８を導電性接続部材５に接続する前に形成する。そして、外
部リード部材８の積層体９の積層方向の上下に位置する側面に、エッチング法によって凹
み８ａを形成する方法、凸部を形成した金型で加圧成型して凹み８ａを形成する方法等に
よって凹み８ａを形成する。
【００７２】
　次に、図５に示すように、外部リード部材８の長手方向（軸方向）12と内部電極層２と
なす角度をθとしたときに、θが－30度以上30度以下となるように、外部電極４上に複数
本の外部リード部材８を配列し、導電性接続部材５となる銀ガラス含有導電性ペースト等
を外部電極４上に塗布して銀ガラス含有導電性ペースト層中に複数本の外部リード部材８
の一部を埋設させて、銀ガラス含有導電性ペーストを熱硬化させる。導電性接続部材５が
半田から成る場合、溶接法によって導電性接続部材５を形成する場合にも、同様に行なう
。
【００７３】
　このとき、導電性接続部材５が半田から成る場合、溶接法によって導電性接続部材５を
形成する場合に、外部リード部材８に対して凸部を有する金型によって熱加圧を施すこと
によって、凹み８ａを形成してもよい。
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【００７４】
　また、外部リード部材８は外部電極４に電気的に接続されるために、外部リード部材８
は、導電性接続部材５を介して、または直接的に外部電極４に当接させて電気的に接続さ
れることとなる。例えば、外部電極４が長さ30ｍｍ、幅が２ｍｍの長方形状である場合、
太さ（直径φ）0.2ｍｍ、長さ10ｍｍの金属線から成る外部リード部材８の60本を、並び
の間隔が0.1ｍｍで配列させて、それら外部リード部材８の一部（例えば、中央部）を外
部電極４に直接的に接続してもよい。
【００７５】
　次に、シリコーン樹脂からなる外装樹脂を含む樹脂溶液に、外部電極４を形成した積層
体９を浸漬する。そして、樹脂溶液を真空脱気することにより、積層体９の外周側面にシ
リコーン樹脂を密着させ、その後、樹脂溶液から積層体９を引き上げる。これにより、外
部電極４を形成した積層体９の外周側面にシリコーン樹脂がコーティングされる。
【００７６】
　その後、外部電極４に電気的に接続された外部リード部材８を介して、一対の外部電極
４から内部電極層２間の圧電体層３に0.1～３ｋＶ／ｍｍの直流電界を印加し、積層体９
の圧電体層３を分極することによって、積層型圧電素子１が完成する。
【００７７】
　そして、外部リード部材８に外部の駆動電力を供給する電源を電気的に接続して、外部
電極４を介して内部電極層２間の圧電体層３に電圧を印加することにより、各圧電体層３
を逆圧電効果によって大きく変位させることができる。これにより、例えばエンジンに燃
料を噴射供給する自動車用燃料噴射弁として機能させることが可能となる。
【００７８】
　次に、本発明の噴射装置としての流体の噴射装置の実施の形態の一例について説明する
。図７は、本発明の噴射装置の実施の形態の一例を示す概略的な断面図である。
【００７９】
　図３に示すように、本実施の形態の噴射装置19は、噴射孔21を有する容器23と、上記本
実施の形態の積層型圧電素子１とを備え、容器23内に蓄えられた流体が積層型圧電素子１
の駆動により噴射孔21から吐出される構成である。
【００８０】
　この構成により、信頼性および耐久性の高い積層型圧電素子１を用いているために、信
頼性および耐久性の高い噴射装置19となる。
【００８１】
　本実施の形態の噴射装置19において、一端に噴射孔21を有する容器23の内部に上記実施
の形態の例に代表される本発明の積層型圧電素子１が収納されている。容器23内には、噴
射孔21を開閉することができるニードルバルブ25が配設されている。噴射孔21には流体通
路27がニードルバルブ25の動きに応じて連通可能になるように配設されている。この流体
通路27は、外部の流体供給源に連結され、流体通路27に常時高圧で流体である例えば液体
が供給されている。従って、積層型圧電素子１の駆動によってニードルバルブ25が噴射孔
21を開放すると、流体通路27に供給されていた流体が、噴射孔21の外部または噴射孔21に
隣接する容器、例えば内燃機関の燃料室（図示せず）に、噴射孔21から吐出され噴射され
る。
【００８２】
　また、ニードルバルブ25の上端部は内径が大きくなっており、容器23に形成されたシリ
ンダ29と摺動可能なピストン31が配置されている。そして、容器23内には、上記の本実施
の形態の積層型圧電素子１が収納されている。
【００８３】
　このような噴射装置19においては、圧電アクチュエータとして機能する積層型圧電素子
１が電圧を印加されて伸長すると、ピストン31が押圧され、ニードルバルブ25が噴射孔21
を閉塞し、流体の供給が停止される。また、電圧の印加が停止されると積層型圧電素子１
が収縮し、皿バネ33がピストン31を押し返すことによって流体通路27が開放され、噴射孔
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21が流体通路27と連通して、噴射孔21から流体の噴射が行なわれる。
【００８４】
　なお、流体噴射の動作としては、積層型圧電素子１に電圧を印加することによって流体
流路27を開放して噴射孔21から流体を吐出し、電圧の印加を停止することによって流体流
路27を閉鎖して流体の吐出を停止するように構成してもよい。
【００８５】
　また、本実施の形態の噴射装置19は、噴射孔21を有する容器23と、本実施の形態の積層
型圧電素子１とを備え、容器23内に充填された流体を積層型圧電素子１の駆動により噴射
孔21から吐出させるように構成されていてもよい。すなわち、積層型圧電素子１は必ずし
も容器23の内部にある必要はなく、積層型圧電素子１の駆動によって容器23の内部に噴射
孔21への流体の供給および停止を行なうための圧力が加わるように構成されていればよい
。また、液体を始めとする流体は、流体通路27を通して噴射孔21に供給されるだけでなく
、容器23内の適当な箇所に流体を一時的に溜めておく部分を設けて、容器23内に充填され
た流体を噴射孔21から吐出させてもよい。
【００８６】
　なお、本実施の形態の噴射装置19において、流体とは、燃料あるいはインク等の液体の
他、種々の液状体（導電性ペースト等）および気体が含まれる。これら流体に対して本実
施の形態の噴射装置19を用いることによって、流体の流量および噴射のタイミングを長期
にわたって安定して制御することができる。
【００８７】
　本実施の形態の積層型圧電素子１を採用した本実施の形態の噴射装置19を内燃機関に用
いれば、従来の噴射装置に比べて、エンジン等の内燃機関の燃料室に燃料をより長い期間
にわたって精度よく噴射させることができる。
【００８８】
　次に、本発明の燃料噴射システムの実施の形態の例について説明する。図７は、本発明
の燃料噴射システムの実施の形態の一例を示す概略的なブロック図である。
【００８９】
　図８に示すように、本実施の形態の燃料噴射システム35は、高圧燃料を蓄えるコモンレ
ール37と、このコモンレール37に蓄えられた高圧燃料を噴射する複数の本実施の形態の噴
射装置19と、コモンレール37に高圧燃料を供給する圧力ポンプ39と、噴射装置19に駆動信
号を与える噴射制御ユニット41とを備えている。
【００９０】
　噴射制御ユニット41は、外部情報または外部からの信号に基づいて高圧燃料の噴射の量
やタイミングを制御する。例えば、エンジンの燃料噴射に用いる噴射制御ユニット41の場
合には、エンジンの燃焼室内の状況をセンサ等で感知しながら燃料噴射の量やタイミング
を制御することができる。
【００９１】
　圧力ポンプ39は、燃料タンク43から流体燃料を高圧でコモンレール37に供給する役割を
果たす。例えば、エンジンの燃料噴射システム35の場合には、1000～2000気圧（約101Ｍ
Ｐａ～約203ＭＰａ）程度、好ましくは、1500～1700気圧（約152ＭＰａ～約172ＭＰａ）
程度の高圧にしてコモンレール37に流体燃料を送り込む。
【００９２】
　コモンレール37は、圧力ポンプ39から送られてきた高圧燃料を蓄え、積層型圧電素子１
の駆動に応じて噴射装置19に適宜送り込む。噴射装置19は、前述したように噴射孔21から
所定量の流体である高圧燃料を噴射装置19の噴射孔21から外部または噴射孔21に隣接する
容器に高圧で吐出し噴射する。例えば、高圧燃料を噴射供給する対象がエンジンの場合に
は、流体である高圧燃料を噴射孔21からエンジンの燃焼室内に霧状に噴射する。
【００９３】
　なお、本発明は、上記の実施の形態の例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸
脱しない範囲内で種々の変更を行なうことは何ら差し支えない。例えば、本発明は、積層
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型圧電素子および噴射装置ならびに燃料噴射システムに関するものであるが、上記の実施
の形態の例に限定されるものでなく、例えば、本発明の積層型圧電素子を用いた、インク
ジェットプリンタの印字装置、圧力センサ等であってもよく、圧電特性を利用した積層型
圧電素子を用いたものであれば、同様の構成で種々の製品に実施可能である。
【００９４】
　また、本発明の積層型圧電素子は、自動車エンジンの燃料噴射装置、インクジェット等
の液体噴射装置、光学装置等の精密位置決め装置、振動防止装置等に搭載される駆動素子
（圧電アクチュエータ）、燃焼圧センサ、ノックセンサ、加速度センサ、荷重センサ、超
音波センサ、感圧センサ、ヨーレートセンサ等に搭載されるセンサ素子、並びに圧電ジャ
イロ、圧電スイッチ、圧電トランス、圧電ブレーカー等に搭載される回路素子等に用いる
ことができる。
【実施例】
【００９５】
　本発明の積層型圧電素子の実施例について以下に説明する。
【００９６】
　本発明の積層型圧電素子からなる圧電アクチュエータを以下のようにして作製した。ま
ず、平均粒径が0.4μｍのチタン酸ジルコン酸鉛（ＰｂＺｒＯ３－ＰｂＴｉＯ３）を主成
分とする圧電性セラミックの仮焼粉末、バインダー、および可塑剤を混合したセラミック
スラリーを作製し、ドクターブレード法によって厚み140μｍの圧電体層とるセラミック
グリーンシートを作製した。
【００９７】
　次に、このセラミックグリーンシートの片面に、銀－パラジウム合金（銀95質量％－パ
ラジウム５重量％）にバインダーを加えた導電性ペーストを、スクリーン印刷法により形
成したセラミックグリーンシートを300枚積層し、焼成した。焼成は、焼成炉内で温度を8
00℃に一旦保持した後に、1000℃に昇温して焼成した。そして、平面視形状が８ｍｍ×８
ｍｍの正方形で、長さが100ｍｍの直方体状に研磨した。
【００９８】
　次に、平均粒径２μｍのフレーク状の銀粉末と、残部が平均粒径２μｍの、ケイ素を主
成分とする軟化点が640℃の非晶質のガラス粉末との混合物に、バインダーを混合した銀
ガラス含有導電性ペーストを作製した。この銀ガラス含有導電性ペーストを積層体の一対
の側面にスクリーン印刷した後、焼き付けて外部電極を形成した。
【００９９】
　エッチング法によって凹みを形成した外部リード部材を作製した。外部リード部材は、
断面の寸法が0.1ｍｍ×１ｍｍの長方形であり、長さが20ｍｍの四角柱状である。外部リ
ード部材における導電性接続部材に埋設される部位（先端から長さ0.1ｍｍの部位）の積
層体の積層方向の上下に位置する側面に、凹みを形成した。
【０１００】
　凹みは、外部リード部材における積層体の積層方向の上下に位置する側面の中央部に位
置し、その側面の縦断面において一端から他端にわたって弧状に形成されているものとし
た。凹みの深さは0.01ｍｍ、幅は0.05ｍｍ、弧状の曲率半径は0.1ｍｍ、平面視形状は直
径（幅）0.05ｍｍの円形状とした。
【０１０１】
　外部リード部材の一部を外部電極上に配置し、外部リード部材を覆うように銀ガラス含
有導電性ペーストを塗布し、焼き付けて、積層型圧電素子を作製した。
【０１０２】
　表１に示すように、上記の凹みが外部リード部材に形成されていない積層型圧電素子を
資料番号１とした。上記の凹みが、外部リード部材における導電性接続部材に埋設される
部位以外の部位の積層体の積層方向の上下に位置する側面に、１つ形成された積層型圧電
素子を資料番号２とした。上記の凹みが、外部リード部材における導電性接続部材に埋設
される部位の積層体の積層方向の上に位置する側面に、１つ形成された積層型圧電素子を
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資料番号３とした。上記の凹みが、外部リード部材における導電性接続部材に埋設される
部位の積層体の積層方向の下に位置する側面に、１つ形成された積層型圧電素子を資料番
号４とした。上記の凹みが、外部リード部材における導電性接続部材に埋設される部位の
積層体の積層方向の上下に位置する側面に、１つずつ形成された積層型圧電素子を資料番
号５とした。上記の凹みが、外部リード部材における導電性接続部材に埋設される部位の
積層体の積層方向の上下に位置する側面に、２つずつ形成された積層型圧電素子を資料番
号６とした。
【０１０３】
　その後、正極および負極の外部電極に外部リード部材を介して３ｋＶ／ｍｍの直流電界
を１５分間印加して分極処理を行ない、図１に示すような構成の積層型圧電素子を用いた
圧電アクチュエータを作製した。
【０１０４】
　得られた積層型圧電素子に170Ｖの直流電圧を印加したところ、すべての圧電アクチュ
エータにおいて、積層方向に変位量が得られた。
【０１０５】
　さらに、この圧電アクチュエータを室温で０Ｖ～＋200Ｖの交流電圧を150Ｈｚの周波数
で印加して、１×10８回連続駆動した後の変位量の変化率（低下率）、１×10８回連続駆
動した後の外部リード部材の抵抗を測定した。結果を表１に示す。
【０１０６】
　なお、積層型圧電素子の変位量の変化率は、レーザ変位装置（小野測器社製、製品名「
レーザドップラー振動計　LV-1710」）によって測定した。また、外部リード部材の部位
の抵抗は、テスター装置（HIOKI社製、製品名「デジタルテスター3801」）によって測定
した。
【０１０７】
【表１】

【０１０８】
　表１より、試料番号１（比較例１）の積層型圧電素子は、外部リード部材が凹みを有し
てないために、変位量の低下率が25％と大きく、外部リード部材の抵抗も2500Ωと大きく
なった。さらに、外部リード部材を詳しく観察してみると、外部リード部材と導電性接続
部材との界面でのスパーク痕がみられた。
【０１０９】
　試料番号２（比較例２）の積層型圧電素子は、変位量の低下率が20％と大きく、外部リ
ード部材の抵抗も2300Ωと大きくなった。さらに、外部リード部材を詳しく観察してみる
と、外部リード部材と導電性接続部材との界面でのスパーク痕がみられた。
【０１１０】
　これらに対して、本発明の実施例である試料番号３～６は、１×10８回連続駆動させた
後にも、変位量の変化が８％以下と小さく、外部リード部材の抵抗も８Ω以下と小さかっ
た。さらに、外部リード部材を詳しく観察してみると、外部リード部材と導電性接続部材
との界面でのスパーク痕はみられなかった。
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【０１１１】
　この結果、本発明の積層型圧電素子は、圧電アクチュエータとして必要とする実効変位
量（50μｍ以上）を有しており、外部リード部材と導電性接続部材との界面でのスパーク
の発生を抑制することができ、その結果、長時間、安定して駆動できる優れた耐久性を有
した圧電アクチュエータであることが分かった。
【０１１２】
　特に試料番号３～６の積層型圧電素子は、１×10９回連続駆動後も変位量が60μｍ以上
と大きく、信頼性に優れた積層型アクチュエータであることが分かった。
【符号の説明】
【０１１３】
　１：積層型圧電素子
　２：内部電極層
　３：圧電体層
　４：外部電極
　５：導電性接続部材
　６：活性部
　７：不活性部
　８：外部リード部材
　８ａ：凹み
　９：積層体
　１９：噴射装置
　２１：噴射孔
　２３：容器
　２５：ニードルバルブ
　２７：流体通路
　２９：シリンダ
　３１：ピストン
　３３：皿バネ
　３５：燃料噴射システム
　３７：コモンレール
　３９：圧力ポンプ
　４１：噴射制御ユニット
　４３：燃料タンク
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